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○
環
境
省
告
示
第
五
十
二
号 

 

 

振
動
規
制
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百
八
十
号
）
別
表
第
一
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
定
の
限
度

を
超
え
る
大
き
さ
の
振
動
を
発
生
し
な
い
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
圧
縮
機
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に

定
め
、
令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日 

環
境
大
臣 

山
口 

 

壯 

一
定
の
限
度
を
超
え
る
大
き
さ
の
振
動
を
発
生
し
な
い
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
圧
縮
機
を
定
め

る
告
示 

（
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
告
示
に
お
い
て
「
デ
シ
ベ
ル
」
と
は
、
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
別
表
第
二
に
定
め
る

振
動
加
速
度
レ
ベ
ル
（
計
量
単
位
令
（
平
成
四
年
政
令
第
三
百
五
十
七
号
）
別
表
第
二
第
七
号
の
感
覚
補
正
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
の
計
量
単
位
を
い
う
。 

（
一
定
の
限
度
を
超
え
る
大
き
さ
の
振
動
を
発
生
し
な
い
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
圧
縮
機
） 
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第
二
条 

振
動
規
制
法
施
行
令
別
表
第
一
第
二
号
に
規
定
す
る
一
定
の
限
度
を
超
え
る
大
き
さ
の
振
動
を
発
生
し
な
い

も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
圧
縮
機
は
、
低
振
動
型
圧
縮
機
（
工
場
及
び
事
業
場
に
お
け
る
通
常
の
運
転

状
態
に
お
い
て
、
当
該
圧
縮
機
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
地
点
に
お
け
る
振
動
が
六
十
デ
シ
ベ
ル
を
超
え
な
い
も

の
と
み
な
さ
れ
る
圧
縮
機
と
し
て
別
表
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
低
振
動
型
圧
縮
機
の
指
定
に
関

す
る
規
程
（
令
和
四
年
環
境
省
告
示
第
五
十
三
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
型
式
指
定
を
受
け
た
も
の
と
す

る
。 

別
表 圧

縮
方
式
が
ス
ク
リ
ュ
ー
式
で
あ
る
圧
縮
機 

 


